
航空労組連絡会第 44 回政策セミナー (2026.02.07) 

「航空整備士の資格制度の改正」                                       整備連絡会 

P.1 

整備連絡会 事務局長 糸谷 (日本航空ユニオン副委員長) 

職場 羽田空港国内線運航整備 

今回の政策セミナーでは、今年 4 月に改正される航空法の整備士資格の改正について 1.資格制度の現状、2.改正の内容、3.資格制度変更と課題について報告

します。 

 

P.2 

現在、日本の航空法に於ける整備資格としては、一、二等航空整備士、一、二等航空運航整備士、9 種類ある航空工場整備士(構造、装備、ピストン、タービ

ン、プロペラ、計器、電子装備、無線通信)があります。 

航空整備士の資格は、対象となる航空機の種類、等級、型式、業務の種類によって細かく分類され、整備や修理を実施した航空機の安全基準適合性を確認す

るための資格です。 

 

P.3 

資格の種類や業務範囲についての表です。 

 

P.4 

今回の改正については、航空整備士と航空運航整備士について、2026 年 4 月 1 日から、航空法施行規則の改正に伴い変更されます。 

改正の概要は運航整備士の業務範囲を拡大し、ライン整備で頻度の高い整備業務を含めるとともに 、これに対応した運航整備士の養成・ 試験が可能となる

制度の改正と、航空整備士のライン整備での軽微な作業について型式別のライセンスを不要とするものです。 

 

P.5 



航空整備士と運航整備士の違いは業務範囲にあり、運航整備士の場合はタイヤ・ブレーキ、無線通信装置の交換など、日常的なライン整備で行う軽微な作業

について確認する事ができ、航空整備士は運航整備士の業務範囲に加えて、エンジンやランディングギアの交換、機体構造の損傷修理など格納庫で行う作業

全般の確認まで行うことが出来ます。 

今回の改正では、運航整備士において、確認範囲を拡大し、型式限定をなくす、航空整備士については、一つの機種で軽微な作業については型式別のライセ

ンスは不要とする、欧州のライセンスに似た資格制度に見直されます。 

 

P.6 

資格制度変更と課題に関して、改正の背景については、将来的な航空需要の増加に対応する人材不足、整備士を目指す若年層の減少、資格取得の負担があり

ます。 

 

P.7 

人材不足については 2030 年に向け訪日外国人旅行者の増加に伴う航空需要が増えることが見込まれていて、パイロットや有資格整備士の不足が懸念されて

います。 

 

P.8 

若年層の減少に関して、整備士になりたい若者が減っている傾向が見られます。エアラインの整備士は半数以上が航空専門学校出身で、その航空専門学校の

入学者が 2017 年に比べて半減しているというグラフです。 

 

P.9 

若年層の減少と高齢者の退職については、グラフにあるように、今後 2030 年に向かって、大量退職時代に入ることが見込まれています。このグラフで 52 才

から 54 才がバブル景気のピークでその後就職氷河期世代となっているのが分かります。 

 

P.10 

資格取得の負担については、現在専門学校や高専、大学から航空会社へ入社すると、入社後各機種の社内訓練が行われ、運航整備士であれば、入社後３年、

整備士では６年程度で資格取得という流れになっています。 



 

P.11 

この表は日本、欧州、米国の整備士資格の種類と資格取得までの訓練時間などが書かれています。 

このように、整備資格を取得するためには機種ごとに長い期間の訓練時間が必要になっています。今回の改正で、この訓練期間の短縮と、業務範囲、型式限

定についての緩和により、短い期間での資格取得ができるのではないかという改正内容となっています。 

 

P.12 

3. 資格制度の変更と課題 

(１)航空整備士制度変更に至る国・関係機関の検討推移 

 「今般の航空整備士資格制度の変更にあたって、2025 年 3 月「航空整備士.操縦士の人材確保.活用に関する検討会」の最終とりまとめには、「航空整備

士・操縦士の養成・確保に関しては、2014 年に『交通政策審議会 乗員政策等検討合同小委員会』において必要な取組をとりまとめ、これに基づいた取組が

続けられたところであるが、それから約 10 年が経過し、コロナ禍をはじめ前述の通り航空を取り巻く環境は大きく変化している。このような状況を踏まえ、

～ 検討の深度化とともに、具体の制度改正や関係機関との協力体制の構築等を進めてきたところである。」と記載されています。」 

この改正に至るまでの経緯を表にまとめたものです。 

 



改正については、航空分野における規制緩和の流れの中での整備士制度見直しとして捉えることができます。 

その出発点が、2012 年から行われた「安全に関する技術規制のあり方検討会」です。ここでは航空会社から国に対し 115 項目の規制緩和要望が出され、飛

行前点検、整備士資格、整備士試験制度など、整備士に関わる項目が含まれていました。この 115 項目のうちの、53 整備士資格、53-2 確認主任者資格の経

験要件、54 整備士国家資格の試験科目については、【現状】【要望】【対応】が整理されています。別添資料（＊1）P.22 から P.25 に引用されています。 

続いて 2013 年 11 月の交通政策審議会航空分科会第 11 回基本政策部会では、世界およびアジア太平洋地域における整備士需要見通しが示され、我が国の乗

員確保に多くの課題があるとして、「乗員政策等検討合同小委員会」を設置し、国としての具体策を検討することが決定されました。この議事概要には、整備

士確保のため、整備を航空会社から切り離した独立した保有機構の可能性を検討すべきとの意見が明記されています。 

同年 12 月の合同小委員会では、整備士養成をエアラインが全て負担する現行の枠組みでは将来需要を賄えないとの懸念が示されました。さらに第 3 回小委

員会では、一等航空運航整備士の業務範囲見直しが航空会社から要望され、第 5 回では、「軽微な修理」と「小修理」の区分を精査し、どの資格で実施可能か

を明確化する方針が示されました。 

これらを受け、2013 年から 2015 年にかけて、公益財団法人航空輸送技術研究センター（ATEC）により「（欧米の）整備士制度検討委員会」が設置され、整

備士制度に関する 11 項目の検討が行われました。（＊4）P.27 

 

P.13 

(２) 2025 年「航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」について （＊5） 

同検討会最終とりまとめの “はじめに” には、 

「本検討会で議論の対象とする航空整備士及び操縦士は、～ 従前からの教育訓練によって培った技術専門的知見を背景に、～  

航空整備士は、日々運航する航空機に向き合い、細心の注意を払いながら確実に整備作業を進め、最終的に航空機が運航できる 

安全性を有しているか的確に判断を下す。～ 極めて重要、かつ、責任の大きい業務である。」と、その職務について明記しています。 

その一方で、“取組の方向性” は、関係事業者等からのヒアリングや検討会での意見交換等を踏まえたとして、 

「リソースの有効活用」、「養成・業務の効率化」、「裾野拡大」という３つの視点が示されています。その具体化は、 

・比較的早期に養成可能な運航整備士の活用 

・型式共通で整備ができる資格制度の構築によって、整備士の有効活用 

・整備士養成施設の教育方法、一律の訓練時間（2,970 時間など）から能力ベースに移行など、 

これらの事から、時間・費用・効率が優先になっているのではないかとの指摘もあります。 



そこで、上記の点については、もう少し立ち入ってみる必要があります。 

 

P.14 

3.(2)①「一等航空運航整備士（一運整）でライン整備業務の 90%をカバーするため軽微な修理の定義変更」について 

・ 「ATEC 整備士制度に関する調査・研究報告書」には、 

「軽微な修理の定義（耐空性への影響度、作業の複雑さ、作業後の確認において動力装置の作動点検その他の作動点検の複雑さ不要）を踏まえた２

０１３年の調査の結果、 

⚫ 全調査件数 450 件中、軽微な修理としたい 167 件のうち 86 件は判断困難で、軽微な修理は全作業の 19％(66 件)となり、 

一運整可能作業はライン整備作業の６６％」であったことが明らかになりました。詳細は別添資料（＊４）P.27 参照願います。 

・ 2015 年以降順次、ANA は内際とも全便「ER ゼロ」を導入し、運航間点検項目削除または整備項目外とし、整備士が運航間に毎便出向くことを廃止

し、結果、一運整可能作業をさらに減少しました。 

 

・ 以上のことが、軽微な修理の定義を次のように変更することで業務範囲の拡大を可能とした経緯と言えます。 

⚫ 耐空性に及ぼす影響が軽微 

⚫ 複雑でない修理作業 

⚫ 作業後の確認において動力装置の作動点検（着火せずに行う点検）や複雑な点検が不要なもの 

 

➢ 尚、「着火せずに行う動力装置の作動点検」とは、例えば、エンジンをスターターのみで回転させる、いわゆる 

「モータリング」と呼ばれる試運転があります。ライン整備ではエンジンの燃費をよくするために、エンジンを回しながら内部 

を洗浄する「WATER WASH」と呼ばれる作業が頻繁に行われていますが、これまで一運整では不可能な作業でした。 

 

P.15 

   ・「一運整を EASA ライン整備専門のように」について 

   「整備士資格の諸外国との比較」の表で明らかなように、EASA のライン整備専門資格は、「CAT  B」です。 

更に、それは、構造・発動機・機械系統の資格である「CAT  B１」と、電子・電気系統の資格である「CAT  B２」のふたつが 



あり、より専門性が高まっています。しかし、EASA PART66 logbook の内容に照らせば、一運整は CAT  A と同レベルの 

ため、「EASA のようなライン整備専門」になるにはかなりハードルが高いと言わざるを得ないのではないでしょうか。 

 

(スライド P.11) 

     

 

P.16 

3.(2)②「一運整を EASA CAT B 並みにするため増加するという教育養成時間」について 

  上記で述べたように一運整は CAT  A と同レベルのため、資格取得時の教育養成時間を増加するのは当然といえます。 

・ （＊））の業務説明の表では一運整の訓練時間を現行 1260 時間から 360 時間増加して 1620 時間にする、としています。 

EASA のライン専門整備士の訓練時間、CAT B1 2,550 時間、CAT B2 2,500 時間との格差をどうみたらよいのでしょうか。 
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「整備士の養成には、技量等の習得に多くの時間を要している」と、航空会社の費用・養成時間などの抑制を念頭においた上での 

施策があるという見方もあります。 

・念のため EASA ライン整備専門 CAT B とドック整備専門 CAT C の訓練時間をみると、ドック部門に関わるプラス 30 時間の 

訓練を除けば、同じレベルであることがわかります。 

        CAT B＋30 時間 ＝ CAT C（ただし、ドック 3 年経験後）  

     やはり、CAT B１、CAT B2 と同レベルの整備士資格は一等航空整備士であることは明白です。 

(2024.11.14 各重点テーマの取り組み状況より) 

 

 

P.17 

3.(2)③「型式共通で整備ができる資格制度の構築」について 

  ・「軽微な作業は型式別ライセンス不要」として、「型式固有分の教育は航空会社内においてを実施すればよし」としました。 

・この点について、第 6 回検討会 によれば、「極めて軽微な」作業に限定された EASA CAT A は型式共通で 



作業が可能であり、「極めて軽微以外」の軽微な作業を行う EASA CAT B は型式別作業に限定されています。「一運整を EASA 

 CAT B 並みに」との整合性が問われている、との指摘があります。 

           

      参考 EASA 整備士制度について（＊８）P.34 

 

P.18 

３.(3) 航空整備士の技能伝承の現状と育成上の問題点 

  私たち整備連絡会は、ここ数年の政策セミナーにおいて航空業界の次世代の働き手の育成が困難になっていること訴えてきました。いわゆる「ER ゼロ」

問題では運航間の「生きた飛行機」に日常的に接することの重要性など、長い年月をかけてスキルを磨き続けることを自らに課してきました。同時に、安全

を守りきれる整備士を育てるためには、現場での技術の伝承が大変重要であるという経験を積み重ねてきました。さらに、航空整備士が安全を担う自覚にも

とづき団結して一致する要求を掲げて取り組むことが、その保証の糸口を引き出すことなど指摘してきました。 

 

あらためて 2025 年航空政策セミナー「航空整備士の育成は急務」の抜粋をご紹介します。 

・現場での技能伝承 

運航整備の一人ハンドリング： 「整備経験・指導機会の減少につながっています。 

 全日空「ER ゼロ」運航間の整備業務を通した技量向上機会喪失、日航も同様の流れになっています。 

 ベテラン層の大量退職、一方の作業量の増大・人員不足でもスキル伝承機会喪失があります。」 

・資格取得の個人時間負担： 「 ほとんどが夜勤を含む勤務の合間、休日の学習になり、自由時間の減少になっています。」 

・受験意欲削がれ： 「長時間勤務、夜勤、シフト勤務による集中力不足は大きなものがあります。」 

・別会社にされた整備士： 「整備専門会社の賃金はじめ労働条件向上は大変重要であり、急務な課題となっています。」 

 

P.19 

航空整備士の育成、技能伝承ができる体制の確立を 

◆就学支援のための奨学金制度について、貸与ではなく無償に 

◆整備専門学校等を卒業した多くの学生を航空整備に迎え入れよう 



◆定着率を高める為にも、航空会社所属の航空整備士に「戻す」必要があるのではないでしょうか 

◆育成と労働条件向上は深く結びついており、抜本的な改善が必要 

◆「ER ゼロ」をやめて、技術伝承のためにも整備士 2 名が出向くことは有益 

◆夜勤中心の整備作業をあらため、健康で働き続けられる勤務を 

 

P.20 

３.(４)私たち航空整備士の職務の原点をあらためて考える  

  最後に、航空整備士の育成を考える上での基準となる航空法の視点から、私たちの職務の原点をあらためて考えてみます。 

   

・航空法からの抜粋です （＊6）P.30 

第１条 公共の福祉の増進を目的とし①輸送の安全の確保と②利用者の利便の増進を図ること 

  第１０１条 事業計画の安全性、適切性、遂行能力を求めている。 

第１０３条 「輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない」。 

 

航空整備士の育成を考える上での重要な視点   

・1998 年 航空審議会答申 （＊７）P.31 

   「航空輸送の安全確保を市場原理に委ねることには限界がある」「安全規制は要」というのは重要な指摘です。 

 

P.21 

ご清聴ありがとうございました。 

 

別添資料 

 

P.22 

(＊１)2012 年 安全に関する技術規制のあり方検討会 航空会社の要望と対応状況 資料１から 



22 整備業務の委託先の管理について 

25 外国航空会社への整備業務の委託 

27 認定事業場の設備保有要件の緩和 

28 整備間隔について 

35 飛行前点検について 

53 整備士資格について 

54 整備士国家資格の試験科目について 

55 外国整備士資 格の同等認定 について 

56ICAO 締約国授与した資格証書の扱い 

57 指定養成施設 の入所要件について 

82 整備士の搭乗確認制度について 

20,85BASA 等相互承認について 

84,88 技能証明に関わる事項 

90 整備士学科試験の受験機会について 

 

P.23 

）３ 整備士資格について 要望会社 ANA PEACH 

【現状】 

● 我が国では、軽微な整備後の確認権限を有する航空運航整備士、整備後の確認権限を有する航空整備士、整備又は改造後の確認権限を有する航空工場整

備士の各整備士資格が設けられており、その取得に当たり、それぞれ必要な知識・能力が求められる。（航空法第 28 条） 

● 資格の取得又はその限定の変更をするためには、原則として国の試験官による実地試験を受ける必要がある。他方、指定航空従事者養成施設における訓

練・審査を修了した者については、試験官による実地試験は不要となり、当該指定養成施設が発行した修了証をもって整備士資格又はその限定が与えられる。

（航空法第 29 条） 

【要望内容】  

● 我が国の整備士資格制度は、欧米に 比較し、資格取得要件が質・量ともに過大 で、時代に合わなくなっている。  



● 国家資格としての整備士資格は、航空 機整備の基礎的能力のみを担保するもの と位置付けてほしい。そのうえで、認定事 業場が行う整備業務の業務

内容に即した 教育訓練を個々の整備士に対して実施する役割は認定事業場に任せ、国は、認定 事業場の教育訓練、社内資格管理体制等 の適切性を管理監

督することとしてほしい 

い。 

● ICAO 附属書第 1 では、整備士に対して、整備士資格の権 限・職務に対応した知識・能力 を付与することを求めているが、権限については、各国の 裁

量に任されている。  

● 米国では、整備士資格の 限定を機体一般と動力装置一 般の 2 種類に大別している。航 空機の型式に特有の知識・能 力、重整備に必要な知識・能力 等

の習得は、国家資格取得時 の必須要件ではない。  

● 欧州では、軽微な整備の確認権限のみを有するカテゴ リーA、ライン整備の確認権限を有するカテゴリーB、及び、ドック整備の確認権限を有するカテ

ゴリーC の各整備士資格が 設けられている。カテゴリーB 及び C については、航空機の型式に対応した限定が付される。 

【対応】 

● 我が国の試験科目を含む試験制度が諸外国に比較して厳しいものになっていないかどうかという観点から、日本の制度と類似性が高い欧州の制度を中心

に欧米等の調査を行い、その結果を踏まえて見直しの方向性について検討を行い、平成 24 年度中に結論を得る。  

● 当該検討の結果、さらに資格制度全体について見直しを行う必要性が認められた場合、さらに検討を行う。  

● なお、米国においても、整備士国家資格で担保している「整備士としての基本的な知識・能力」に加え、航空運送事業の用に 供する航空機の整備作業を

確認するために必要な知識・能力を 別途習得する必要がある（今後その実態については、詳細に調査する予定。）。  

● 欧州及び我が国では、後者の知識・能力の習得を含めて国家資格で担保している。 
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）３－２ 確認主任者資格の経験要件 について 要望会社 FDA 

【現状】  

● 認定事業場において、整備後の航空 機の基準適合性の確認は、確認主任者が 行うこととしている。  

● 当該確認主任者は、原則、整備士資格 を有し、かつ、３年以上の認定業務経験を 有することが要件。  （航空法施行規則第 35 条、第 40 条） 

【要望内容】  

● 運航整備に係る確認主任者の経験要 件を 1 年としてほしい。 



●米国では、確認主任者は 整備士資格を有するとともに、 業務能力を確保するための経 験及び当局が承認したプログ ラムに基づく訓練が必要（FAR 

145.151）  

● 欧州では、確認主任者は 整備士資格を有するとともに、 整備する航空機及び組織手順 に関する整備経験及び訓練、 並びに直近２年間における関連す

る機体の整備経験が６ヶ月以上必要。（Part 145.A.35） なお、軽微な運航整備に限定 した整備士資格であっても、原 則３年の業務経験を求めている。（Part 

66.A.30）  

● なお、イギリス、ドイツ、オ ランダ、中国、タイ、フィリピン の認定事業場の実態を確認し たところ、運航整備の確認主任 者は３年以上の業務経験

を経て任命されている。 

【対応】 

● 認定事業場の確認主任者は、認定事業場における責任・権 限や組織体制、品質管理制度等を踏まえて航空機の基準適合 性の確認を最終的に行う者であ

ることから、単に整備に関する知 見だけでなく、認定業務における３年以上の経験を求めているところ。  

● こうした中で、運航整備の確認主任者は、認定事業場における品質管理制度の下、限られた時間で航空機の不具合の兆候を 発見し是正することが求め

られることから、引き続き３年以上の 業務経験は必要。 
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54 整備士国家資格の試験科目 について  要望会社 ANA 

【現状】  

● 整備士国家資格試験における実地試 験科目のうち、「動力装置の操作」科目に おいて、実機、模擬飛行装置、飛行訓練装 置又は操縦室模擬装置による

実地試験が 必要。（通達「航空整備士実地試験要領」）  

● 実地試験においては、整備士の行う各 種操作手順等が適切であるか否かを、試 験官が判定できるような機器を使用する必 要がある。 ● 簡素化され

たシミュレーターであるフ ラットパネルトレーナー（FPT）については、 スイッチ等が液晶パネル上に表示されるため、整備士の資格試験に用いるシミュ

レー ターの要件のうち、スイッチ等の形状、操 作に要する力等に関して、必要とされる実 機との類似性に関する基準を満たしていな い。（通達「操縦室模

擬装置技術基準（整 備関係）」）  

【要望内容】  

● 実地試験に使用する機材について、フラットパネルトレーナー等の簡素なシミュ レーターで実施したい。  

● 諸外国においては、動力装置の操作（発動機の地上に おける運転）に係る資格については、国家資格と切り離されており、認定事業場内の社内資格とし



て運用されているため、 比較が難しいが、一般的に国家試験の訓練・試験においては、実機（軽微な保守作業等 の OJT を除く）又は高レベルの操縦室模擬

装置を使うことはない模様。  

【対応】 

 

● FPT を用いて試験を行った場合、操作性の悪さが試験結果に 影響を及ぼす可能性が考えられる。FPT 特有の操作性により受 験者が能力を十分に発揮

できない、という問題が生じないかという観点から、要望会社と協力して実地に検証を行い、問題がない ことが確認された場合には、FPT による実地試験

を認める方向で 「操縦室模擬装置技術基準」の見直しを行う。 
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(＊２)２０１３年１１月１８日 交通政策審議会航空分科会 第１１回 基本政策部会 

我が国における乗員等に係る現状・課題  

世界と アジア/ 太平洋 整備士の需要見通し（出典： ICAO 「Global and Regional 20-year Forecasts : Pilots･Maintenance Personnel･Air Traffic Controllers」 

2010 年時点の整備士数   580,926   81,330 

2030 年時点の整備士数  1,164,969  289,510 

※航空運送事業の用に供する航空機の数が約 6.2 万機（2010 年） 

から約 15.2 万機（2030 年）に増加するとの予測に基づき推計 

   議事概要の記載文言。 

「整備士の確保に関して、現在の枠組み以外に、航空会社から整備を切り 

離して独立した保有機構の可能性などを今一度考えることが必要」と。 

  ・今後、基本政策部会および技術・安全部会のもとに「乗員政策等検討合同小委員会」（仮称）を設け、乗員政策等の基本的方向性や国として講ずべき具

体的方策について検討を行う 

 

(＊３)2013 年 12 月 19 日設置 交通政策審議会航空分科会乗員政策等検討合同小委員会 



第１回小委員会  資料として「第１１回 基本政策部会の配布資料および委員からの意見」を配布 

・「整備士の養成をエアラインが全部負担するという枠組で全ての整備士需要をまかなえるのか懸念される。今とは違う枠組を考えることも必要」の委員か

らの意見があったと記載された。 

第３回小委員会  委員意見から「整備士を含めた共同保有機構等の活用について検討頂きたい。」 

航空会社の要望事項から「一等航空運航整備士の有効活用のため、業務範囲を見直していただきたい。」 

第）回小委員会  今後の乗員政策等に係る具体的方策について（素案）から 

整備現場において、一等航空運航整備士が実施可能な「軽微な修理」か、一等航空整備士のみが実施可能な「小修理」か、不明確な業務内容について精査し、

いずれの資格によって実施可能な業務なのか明確化する。 
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(＊４)２０１３年～15 年「整備士制度検討委員会」整備士制度に関する調査・研究報告書 

 ・2014 年検討項目を１１項目抽出（報告書 表Ⅱ―３、表Ⅱ―４）  

  学科試験①②/実施試験③④⑤/指定養成施設⑥⑦⑧/一等航空運航整備士⑨/確認主任者➉/EASA との共通性⑪ 

  ３項目以外は検討完了したとして 2014 年委員会終了（別添資料１，２，３，４，６，８，９，１０，１１） 

 ・2015 年、３項目⑥⑦⑨は ATEC 事業として限られた関係者間で個別に継続検討 

   ⑥指定養成施設 ⑦専門学校／大卒（報告書 別添資料））の検討 

  （一般の）高専・大学の教育内容をもって免除は困難。 

     一運整、2 整取得者の専門学校卒の時間削減の免除。（一運整の場合の免除時間 学科 470 時間実技 620 時間程度） 

⑨一等航空運航整備士 業務範囲について（報告書 別添資料７）  

      ・EASA PART66 logbook(作業実績記録表)の内容に照らすと、一運整同レベル＝CAT A 一整同レベル＝CAT B１、B2 

      ・別添資料７表Ⅱ-2「軽微な修理の定義（耐空性への影響度、作業の複雑さ、作動点検の複雑さ）を踏まえれば、 

       軽微な修理としたい 167 件中 86 件は判断困難で、軽微な修理 66 件とすれば一運整可能作業は６６％になる。」 

（全調査件数 450 件 軽微な保守 48 件 一般的保守 166 件 小修理件 70 件） 

      ・調査のまとめには、軽微な修理、想定より多くないが、「業務範囲が明確になり、法確認違反防止に寄与する」と明記。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛ 上記 表・グラフの内、一運整の作業可能範囲は、「軽微な保守」「一般的保守」「軽微な修理」まで。「小修理」は不可。 

  運航間点検項目（飛行前点検）は、「一般的保守」に該当する。 
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(＊5)「航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会」の最終とりまとめ 

“はじめに”より抜粋 

「本検討会で議論の対象とする航空整備士及び操縦士は、航空機の安全運航を支える要であり、従前からの教育訓練によって培った技術専門的知見を背景に、

十分なパフォーマンスを発揮するため、周到な業務前の準備、日々の厳格な健康管理等を行いつつ、  



〇 航空整備士は、日々運航する航空機に向き合い、細心の注意を払いながら確実に整備作業を進め、最終的に航空機が運航できる安全性を有しているか

的確に判断を下す。  

〇 操縦士は、機体を動かしてから止めるまで、常に航空機の状態・挙動、周辺の状況、管制通信、計器類の表示値などを監視し、様々なパラメータから安

全運航するための操作・判断を都度行うとともに、緊急事態が起きた際には運航現場で的確に判断して指揮命令を行う  

など、どちらも極めて重要、かつ、責任の大きい業務である。 」 

 

“取組の方向性”より抜粋  

重点テーマ  

「本検討会においては、関係事業者等からのヒアリングや検討会での意見交換等を踏まえ、「リソースの有効活用」、「養成・業務の効率化」、「裾野拡大」とい

う３つの視点により、相対的に有効性が高いと見込まれるテーマを、整備分野においては８つ、操縦分野においては７つ選定し、これらを重点テーマと位置

づけ、それぞれに対して現状の課題、海外や他分野の状況を踏まえつつ、安全性への影響がないことを十分配慮しながら、国際的なルールとの整合性に留意

し集中的に議論を行い、一定の方向性についてとりまとめた。  

今後、これらの実現に向けては官民の連携を密にして積極的に取り組んでいくべきである。」  
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【整備 重点テーマ】  

＜視点１：リソースの有効活用＞  

重点テーマ１：運航整備士の業務範囲の拡大  

（比較的早期に養成可能な運航整備士の活用を推進。現在の資格保有者数は整備士全体の３割程度）  

重点テーマ２：型式別ライセンスの共通化  

（型式共通で整備ができる資格制度の構築によって、整備士の有効活用を推進）  

＜視点２：養成・業務の効率化＞  

重点テーマ３：時間ベースの教育から能力ベースの教育へ  

（整備士養成施設の教育方法を、一律の訓練時間（2,970 時間など）を積み上げる考え方から能力ベースを前提とした考え方に移行）  

重点テーマ４：最近の機体整備技術を踏まえた試験項目への刷新  



（従前の整備作業・技術を前提とした実地試験項目を新たな機体技術にも対応した整備も取り込むよう刷新）  

重点テーマ）：デジタル技術を活用した整備の推進  

（整備の作業や確認行為についてデジタル技術を活用することで、生産性を向上）  

＜視点３：裾野拡大＞  

重点テーマ６：戦略的な普及啓発  

（整備士の魅力を広く効果的に伝える手段を確立）  

重点テーマ７：自衛隊整備士の活用促進  

（退職後の自衛隊整備士の民間分野での有効活用を推進）  

重点テーマ８：外国人整備士の受け入れ拡大  

（１国４名（令和６年１月時点）に留まる特定技能外国人の拡大の推進等） 
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(＊6)航空法抜粋 



航空法第１条 

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に

起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用

者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。 

航空法第１０１条 

①事業計画が輸送の安全を確保するために適切なものであること。 

②事業の計画を遂行するために適切な計画を有すること。 

③事業を適確に遂行するに足る能力を有すること。 

航空法第１０３条 

本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 
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（＊７） 航空審議会答申（１99８年年）月１）日） 

＜航空安全規制の基本的考え方：国による安全規制の必要性＞ 

２１世紀に向けて、航空会社間の競争を促進し、事業活動の一層の効率化・活性化を図るため、経済的規制である需給調整規制は廃止することとされた

ところである。これに対して、社会的規制である安全規制については、いったん航空事故が発生した場合には搭乗者のみならず地上の第三者にも被害が及ぶ

ことが考えられるなどその被害の甚大さから、事故を未然に防止することは社会的要請であるため、今後とも要であると考えられる。また、利用者が安全に

関する情報を十分に把握し、航空会社の安全性を適切に評価し選択をすることは困難であることも安全規制の必要性の要因としてあげられる。したがって、

航空輸送の安全確保を市場原理に委ねることには限界がある。 

また、国際民間航空条約に基づく航空安全に関する国際的な枠組みにおいて、国は航空輸送の安全確保のための役割を果たす責務を有しているが、国が

その責務を果たさないということになれば、国際民間航空条約に違背することとなり、我が国の航空会社が諸外国に乗り入れる際の障害ともなりかねない。 

このように、航空の安全規制は必須のものであり、国は、安全確保のための最低限の基準の設定、航空会社の基準への適合性の審査、監視等を引き続き

行うことが必要である。なお、国はこのような役割について、利用者に十分に理解されるよう努力すべきである。 
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（＊８）EASA 欧州 における航空整備士制度の概要 
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＜参考 日本の指定養成施設の教育時間＞ 

[ここに出典を記載します。] 


